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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業） 

公募要領 

 

 

平成 27年 3 月 

環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

 

 

 環境省では、平成２７年度予算の成立を前提として、二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）の交付を受けて事業を実施する者

の募集を行います。 

 事業の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載すると

おりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 

 なお、補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）交付要綱」（以下「要綱」という。）及び

「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）

実施要領」（以下「実施要領」という。）に従って手続等を行っていただくことになりま

す。 
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１．低炭素化に向けた公共交通利用転換事業の概要 

 

（１）事業の目的及び概要 

  本補助金は、公共交通利用転換事業計画の策定及び当該計画の具体化のために必要

となる事業の実施に要する経費の一部を国が補助することにより、マイカーへの依存

度が高い地方都市部をはじめとした地域でのマイカーから二酸化炭素排出量の少な

い公共交通への利用転換を促進し、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、も

って地球環境の保全に資することを目的とします。 

  本事業では、この目的を達成するため、公共交通利用転換事業を実施するために必

要な調査を実施し、その調査結果に基づき公共交通利用転換事業計画を策定する事業

（以下「公共交通利用転換事業計画策定事業」という。）又は既に策定された公共交

通利用転換事業計画に基づき行う事業のうち、必要な設備・車両等を導入する事業（以

下「公共交通利用転換事業」という。）を補助金の交付対象とします。既に公共交通

利用転換事業計画が策定されている場合、同計画が本補助金を活用して策定されたか

どうかは問いません。 

 

（２）事業期間 

  原則単年度事業とします。 

  ただし、公共交通利用転換事業については、年度内での完了が困難であって、年度

毎の事業経費を明確に区分した実施計画書が提出される場合は、複数年度事業として

申請することができます。 

 

（３）複数年度事業の取扱い 

  以下の点に留意してください。 

  ・交付申請は各年度行うこと。 

  ・実施計画書（事業全体、各年度の整備計画）を提出すること。 

・実施計画書において、複数年度に跨がる継続工事等や複数年度で類似の工事等 

がある場合は、各年度の実施内容の差異を明確に区別すること。 

  ・補助金の総額については原則、当該実施計画書に記載された総額を超えることは

できない。 

  ・実施を計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させ、その金額相

当の成果品が納められていること（計画から外れた実績は補助対象外。） 

  ・各年度の交付決定にあたり、次年度以降の交付決定を保証するものではない。ま

た、各年度の交付決定は、予算の範囲内において行う。 

  ・2 年度目以降に事業を取りやめた場合（事業廃止）又は大幅に事業内容が変更と

なった場合は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。 

 

２．補助対象事業の選定手続き 

（１）一般公募による選定 

   公共交通利用転換事業計画策定事業又は公共交通利用転換事業のいずれの事業

についても、本公募要領に従って一般公募を行い、補助対象事業を選定します。 
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（２）応募資格等 

  ① 本事業の応募資格を有する者は、要綱第４条第２項各号に掲げる協議会に属す

る次の者とします。 

   ⅰ）民間企業、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、法

律により直接設立された法人 

   ⅱ）都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合 

   ⅲ）上記のほか、大臣が適当と認めた者 

    また、それらのうち２以上の者が共同で補助事業を実施する場合には、共同で

応募するものとし、そのうち１者を代表者とします。ただし、代表者は、本事業

を自ら行い、かつ本事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限

ります。 

なお、代表者以外の者が本事業により財産を取得することはできません。財産

を取得する者が複数ある場合には、共同ではなく、財産を取得する者毎に応募す

るものとします。 

  ② 本事業の補助事業者 

    本事業の補助を受けることが決定した場合の補助事業者は、①により応募を行

った者とします。 

    また、２者以上が共同で応募した場合は、代表者を補助事業者とし、代表者以

外の者を共同事業者とします。 

    なお、代表者は、環境省での審査過程に関する連絡・対応に当たって、総括的

な責任を有するほか、補助が決定した以降は事業の進行管理を行っていただくこ

ととなります。 

 

（３）応募書類 

応募に当たり提出が必要となる書類は要綱第６条の交付申請に必要な書類と同

じですが、要綱の様式第１（第６条関係）の交付申請書ではなく、公募要領の様式

第１の応募申請書を用いてください。同応募申請書に添付する資料は、以下の書類

です。 

① 公共交通利用転換事業計画策定事業実施計画書（別紙１の１）又は公共交通

利用転換事業実施計画書（別紙１の２） 

② 公共交通利用転換事業計画策定事業に要する経費内訳（別紙２の１）又は公

共交通利用転換事業に要する経費内訳（別紙２の２） 

③ 応募者が法人である場合は、次の資料 

    ⅰ）当該法人の定款又は寄附行為 

    ⅱ）当該法人の概要が分かる説明資料 

    ⅲ）過去２か年度程度の事業報告及び決算報告（応募時に、法人の設立から１

会計年度を経過していない場合には、本事業を行う年度の事業計画（案）及

び収支予算（案）、１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していな

い場合には、直近の１決算期に関する事業報告及び決算報告とします。） 

    ⅳ）応募者が（２）の応募資格を有することを示す書類 

    ※ ①及び②の書類に添付することとされている資料についても、必ず添付し

てください。 
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（４）応募書類の提出 

  ① 提出方法 

   （３）に定めた応募書類を、応募書類の受付期間内に、持参又は郵送により環境

省へ提出してください。応募書類は、宛名面に「応募者名」及び「二酸化炭素排

出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）応募書類

在中」と赤字で明記して下さい。 

    受付期間以降に環境省に到達した書類のうち、遅延が環境省の事情に起因しな

い場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、十分な余裕をも

って応募してください。また、郵送する場合には、特定記録郵便など、配達の記

録の残る方法によってください。 

 

  ② 提出先 

    環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

    二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換

事業）担当 

    〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館 

 

  ③ 提出部数 

    （３）の各書類（紙）について、正本１部・副本７部を提出してください。ま

た、書類の電子データ（（３）③の書類は不要）を保存した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）

を１部を提出して下さい。 

 

  ④ 提出いただいた応募書類の取扱い 

    提出いただいた応募書類は、返却いたしません。また、応募書類等に含まれる

個人情報は、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共

交通利用転換事業）」以外の目的で使用することはありません。 

 

⑤ 応募書類の受付期間 

    平成２７年３月１６日（月）から３月３１日（火）１７時必着 

   ※ 応募期間以降に当方に到着した書類のうち、遅延が当方の事情に起因しない

場合は、応募事業として受け付けません。応募状況や交付決定に応じ、予算配

分が可能な場合には、追加公募を行います。 

 

（５）説明会の開催等 

  ① 説明会の開催 

    本事業に係る説明会を以下のとおり開催します。 

    日 時：平成２７年３月１８日（水）１８時から 

    場 所：環境省１９階環境省第３会議室 

      東京都千代田区霞が関１－２－２（中央合同庁舎５号館１９階） 
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  ② 応募に関する質問の受付及び回答 

  ○ 受付先 

  東京都千代田区霞が関１－２－２  

  環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

    FAX：０３－３５９３－１０４９ 

E-Mail:kanri-jidosha@env.go.jp  
 

○ 受付方法 

電子メール又は FAX（A4、様式自由）にて受け付けます（電話、来訪等による

問合わせには対応しません。）。電子メール又は FAX の件名は、「二酸化炭素排出

抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）に関する質

問」としてください。 

 

○ 受付期間 

平成２７年３月２３日（月）までの平日１０時から１７時まで（１２時から１

３時は除く） 

 

○ 回答 

平成２７年３月２５日（水）１７時までに、説明会参加者に対して FAX により行

います（なお、説明会に参加されない方で回答を希望される方は、上記受付期間中

に上記受付先に担当窓口の部署、氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メールアドレ

スを登録してください。）。 

 

（６）審査及び事業の選定・内示 

   提出された応募書類について、事前審査及び審査委員会による審査を行い、予算

の範囲内で補助対象事業を選定します。 

   応募内容に係る審査は、以下の手順で行います（審査は非公開）。 

  ① 事前審査（資格・要件チェック） 

    応募書類に記載された事業内容等の各項目が基礎的要件を満たしているかど

うかについて、環境省が審査します。例えば、実施要領の「第二 公共交通利用

転換事業計画」及び「第三 公共交通利用転換事業」に示された要件等を満たさ

ない場合など、明らかに要件を満たしていないものは、以降の審査を行わないも

のとします。また、応募書類の明らかなミス（書式・対象事業・経理・積算など）

や書類の不備がある場合にも、以降の審査の対象とならない場合があります。 

 

  ② 審査委員会による審査及び審査基準 

    ①の事前審査を通過した応募書類について、環境省で審査委員会を設置して書

面審査を行います。この審査は、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低

炭素化に向けた公共交通利用転換事業）の補助事業者選定に係る応募書類審査の

手順について」（別添１）に基づき、厳正に行います。 
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  ③ 事業の選定と応募者に対する内示 

審査の結果、採択された事業について、予算の範囲内において、補助金の交付

額を決定し、応募者に対し内示します。また、採択に当たっては、事業実施計画

書の内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、採択結果については、

応募者名・事業概要等を環境省ホームページ等に掲載する予定です。 

 

（７）応募書類提出後のスケジュールについて 

   応募書類提出後のスケジュールの概略は以下のとおりです。 

 

   公募締切り 平成２７年３月３１日（火）１７時 

     ↓ 

   応募書類の事前審査 

     ↓  

   審査委員会 

     ↓          概ね 3週間程度 

   補助対象事業の内示 

     ↓ 

   交付申請書の提出  

↓        

   交付決定 

↓ 1 ヶ月以内に事業に着手 

      補助事業の実施 

 

 

３．補助金の交付に係る留意事項等 

 

（１） 交付申請書の提出 

    ２．（６）により補助金交付額の内示を受けた応募申請者は、要綱第６条に従

い、交付申請書を環境大臣に提出してください。補助金交付額の内示を受けた者

は、辞退する場合を除き、応募の別に応じて２．（３）に掲げる書類に、要綱の

「平成  年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共

交通利用転換事業）交付申請書」（交付要綱様式第１（第６条関係））を添付して

２．（４）②と同じ提出先に速やかに提出してください。添付する書類は、環境

省が特別に指示する場合を除き、応募書類を変更することはできません。交付申

請書類一式のファイルも CD-R に格納して送付してください。 

 

 （２）交付決定通知 

    環境大臣は、提出された交付申請書の内容について事前審査を踏まえて、審査

を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行い、申請

者に通知します。 
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 （３）事業の開始等 

    応募者は、補助金の交付決定通知を受けた後に事業を開始することが可能とな

ります。 

    応募者が補助目的を達成するため他の事業者等と委託等の契約を締結するに

当たっては、当該契約の契約日は交付決定通知の日付以降となりますので注意し

てください。 

 

（４）利益等排除について 

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係

会社からの調達分（工事を含む。）がある場合は、別添２のとおり利益等排除の

対象となりますので、注意してください。 

 

 （５）補助事業の経理等 

    補助事業に関する経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなり

ません。 

また、帳簿及び全ての証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後５

年間、保存しておかなければなりません。 

 

（６）エネルギー対策特別会計補助事業の検証・評価の実施 

    環境省では、エネルギー対策特別会計により実施した補助事業の二酸化炭素削

減効果の検証・評価等を実施しており、その実施に当たって必要となる資料等の

提供を求める場合があります。 

 

４．その他 

   以上のほか、必要な事項は要綱及び実施要領に定められていますので、参照して

ください。 
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様式第１ 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 環 境 大 臣  殿 

 

 

                     住    所 

                     氏名又は名称 

                     代表者の職・氏名         印 

 

 

平成  年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）応募申込書 

 

 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）

について下記のとおり応募いたします。 

 

記 

 

１ 事業区分 

 

２ 補助事業の目的及び内容 

       別紙１ 実施計画書のとおり 

 

３ 補助金交付申請額     金         円 

（うち消費税及び地方消費税相当額       円 ） 

 

４ 補助事業に要する経費 

       別紙２ 経費内訳のとおり 

 

５ 補助事業の開始及び完了予定年月日 

          交付決定の日 ～   年  月  日 

６ その他参考資料 

 

注１ 「６ その他参考資料」として、申請者の組織概要、経理状況説明書（直近の２

決算期に関する貸借対照表及び損益計算書）及び定款又は寄付行為を添付すること。

また、別紙１又は別紙２において事業ごとに求めている設備システム図・配置図・

仕様書、補助事業に関する見積書・計算書等を添付すること。 

 ２ 要綱第６条第２項の規定に基づき共同で申請する場合は、代表事業者が申し込む
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こと。 

３ 補助事業者が地方公共団体の場合、補助事業者については、「住所」、「氏名又

は名称」、「代表者の職・氏名」の記載を削除し、「地方公共団体の長」の役職及

び氏名を記入すること。 

 



10 
 

別紙１の１ 

公共交通利用転換事業計画策定事業 実施計画書 

 

 

事業実施の団体名 

（代表事業者） 

 

 

 

 

 

事業実施の代表者 

氏    名  

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

事業実施の担当者 

氏    名  

所 属 部 署   

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

経 理 責 任 者  

氏    名  

所 属 部 署   

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

 

 

共 同 事 業 者 

 

 

団  体  名 
事 業 実 施 責 任 者 

氏 名 所属部署・役職名 電話／ＦＡＸ Ｅ－ｍａｉｌアドレス 

     

     

     

第４条第２項に定

める協議会 

 協議会名、設置の目的、設置日時、会員名、設置の根拠法令等を記入するこ

と。また、会員名簿、協議会の規約等を添付すること。 

 

事業の目的・基本方

針 

 

※ 事業の目的及び基本方針を１００～２００字程度で記入すること。 

 

事業の内容、実施方

法及びスケジュー

ル 

※ 事業の具体的な内容、実施方法及びスケジュールを記入すること。なお、

事業実施期間中に、関係者間の合意形成の場（地域協議会等）を設ける場合

は、その主なものをスケジュール中に明記すること。 
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注：①本計画書に、事業の仕様書（案）等を添付すること。 

②記載欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用するか、別葉に記載すること。 

③記載欄に適宜図表を挿入して差し支えない。図表をオブジェクトとして貼り付ける

場合、ファイル容量を抑えるよう最大限努めること。 

二酸化炭素排出抑

制効果 

【CO2 削減効果】 

※ 下記留意事項を踏まえ、年間の CO2 削減量を算定する具体的な方法及び当

該方法に基づき算定した削減量見込みを記入すること。 

 

【CO2 削減効果の算定に当たっての留意事項】 

※1 CO2 削減効果の算定は、自家用自動車から公共交通、自転車又は徒歩に転

換したことを示す具体的に検証可能な数値に基づくものとすること。 

※2 申請に当たっては、当該数値を把握する具体的な方法を明示すること。 

※3 具体的な数字を基に推計を行った場合には、その推計の根拠となる算定式

を示すこと。 

※4 CO2 排出量の算定に当たっては、以下の排出係数を使用すること。 

  

燃料種 単位 値  

ガソリン KgCO2/リットル 2.32 

軽油 kgCO2/リットル 2.58 

液化石油ガス（LPG） KgCO2/kg 3.00 

液化天然ガス（LNG） KgCO2/kg 2.70 
 

事業の実施体制 

※ 事業の実施体制・組織について簡潔に記入すること。 

※ ２以上の者による共同事業の場合は、代表事業者と共同事業者の役割分担

を明記すること。 

 

資金計画 

※ 事業に関する収支と資金の調達計画（方法）を記入すること。 

 

 

備 考 

※ 他の助成制度により、これまで関連する事業（調査を含む。以下同じ。）を

行っている場合、又は今後関連する事業に取り組むことを計画している場合

には、その取組内容を簡潔に記入すること。 
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別紙１の２ 

公共交通利用転換事業 実施計画書 

 

事業実施の団体名 

（代表事業者） 

 

 

 

 

 

事業実施の代表者 

氏    名  

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

 

 

事業実施の担当者 

氏    名  

所 属 部 署   

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

 

 

経 理 責 任 者  

氏    名  

所 属 部 署   

役    職  

所  在  地  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

 

 

共 同 事 業 者 

 

 

団  体  名 
事 業 実 施 責 任 者 

氏 名 所属部署・役職名 電話／ＦＡＸ Ｅ－ｍａｉｌアドレス 

     

     

     

第４条第２項に定

める協議会 

※ 協議会名、設置の目的、設置日時、会員名、設置の根拠法令等を記入する

こと。また、会員名簿、協議会の規約等を添付すること。 

 

事業の目的・内容 

※ 事業の目的を１００～２００字程度で記入すること。 

※ 事業の内容を３００～４００字程度で記入すること。 

（公共交通利用転換事業計画における位置づけを明らかにすること。） 

 

導入設備・車両 

※ 事業により導入する設備・車両について、設備・車両ごとにその規模・構

造・導入数及び導入場所等を記入すること。設備・車両は、要綱別表第１の

第２欄の事業の表記に沿って記入すること（例：幹線系統における輸送力又

は速達性の向上のための設備等（ＬＲＴシステムの整備に伴う車両の導

入）） 
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二酸化炭素排出抑

制効果 

【CO2 削減効果】 

※１ 下記留意事項を踏まえ、事業実施前の１年間における CO2 排出量を推計

する。これに基づき、事業実施後５年間における CO2 削減量の見込み量を

記入すること。 

※２ 事業実施後５年間にわたって、毎年度末に CO2 削減量をモニタリング・

報告するものとし、その具体的な方法について記入すること。 

 

【CO2 削減効果の算定に当たっての留意事項】 

※1 CO2 削減効果の算定は、自家用自動車から公共交通、自転車又は徒歩に転

換したことを示す具体的に検証可能な数値に基づくものとすること。 

※2 申請に当たっては、当該数値を把握する具体的な方法を明示すること。 

※3 具体的な数字をもとに推計を行った場合には、その推計の根拠となる算定

式を示すこと。 

※4 CO2 排出量の算定に当たっては、以下の排出係数を使用すること。 

  

燃料種 単位 値  

ガソリン KgCO2/リットル 2.32 

軽油 kgCO2/リットル 2.58 

液化石油ガス（LPG） KgCO2/kg 3.00 

液化天然ガス（LNG） KgCO2/kg 2.70 
 

事業の実施体制 

【事業の実施体制】 

 

【設備・車両の維持管理体制】 

※ 導入する設備・車両を申請者以外の事業者が運用・管理する場合には、そ

の事業者等を含めて記入すること。 

 

資金計画 

※ 事業に関する収支と資金の調達計画（方法）を記入すること。公共交通利

用転換計画事業全体に係る収支と資金計画を各年度毎に記入すること。また、

これまでに実施した関連する事業による補助金の交付状況及び後年度負担額

も記入すること。 

 

事業実施のスケジ

ュール 

※ 事業のスケジュールを記入すること。事業期間が複数年度にわたる場合に

は、全行程を含めたスケジュールとし、事業内容と照らし合わせ、何をどこ

まで実施するのかが明らかにわかるように記入すること。また、後年度負担

額も記入すること。なお、別紙を添付してもよい。 

 

備 考 

※ 他の助成制度により、これまで関連する事業を行っている場合、又は今後

関連する事業に取り組むことを計画している場合には、その取組内容を簡潔

に記入すること。 
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注：①本計画書に、導入する設備のシステム図・配置図・仕様書、記載内容の根拠資料等

を添付すること。 

②記載欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用するか、別葉に記入すること。 

③記載欄に適宜図表を挿入して差し支えない。図表をオブジェクトとして貼り付ける

場合、ファイル容量を抑えるよう最大限努めること。 

④公共交通利用転換事業計画及びその基礎となる地方公共団体実行計画、地域公共交

通網形成計画又は低炭素まちづくり計画等を添付すること。 



15 
 

別紙２の１ 

公共交通利用転換事業計画策定事業に要する経費内訳 

 

所要経費 

(1)総事業費 (2)寄付金その他 

の収入額 

 

(3)差引額 

(1)－(2) 

(4) 補助対象経費 

支出予定額 

円 円 円 円 

(5)国庫補助基本額

(3)と(4)を比較して

少ない方の額 

(6)補助金所要額 

(5)×1／3 

  

円 円   

補助対象経費支出予定額内訳 

経費区分・費目 金  額 積  算  内  訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 円  

注：本内訳に、見積書又は計算書等を添付すること。 



16 
 

別紙２の２ 

公共交通利用転換事業に要する経費内訳 

 

所要経費 

(1)総事業費 (2)寄付金その他 

の収入額 

 

(3)差引額 

(1)－(2) 

(4)補助対象経費 

支出予定額 

円 円 円 円 

(5)国庫補助基本額

(3)と(4)を比較して

少ない方の額 

(6)補助金所要額 

(5)×1／2 

  

円 円   

補助対象経費支出予定額内訳 

経費区分・費目 金  額 積  算  内  訳 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 円  

購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの） 

名  称 仕  様 数量 単  価 金  額 購入予定時期 

 

 

 

 

 

 

 

     

注：本内訳に、見積書又は計算書等を添付すること。 
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（別添１） 

 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）の補

助事業者選定に係る応募書類審査の手順について 

 

１．審査委員会による審査 

 提出された応募書類のうち事前審査を通過したものの内容については、学識経験者等、

環境省職員及び国土交通省職員により構成する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事業）に係る審査委員会において、審査を行う。

なお、審査委員会は、非公開とする。 

 

２．応募書類の審査方法 

（１）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素化に向けた公共交通利用転換事

業）の補助事業者選定に係る応募書類審査基準に基づき、委員毎に採点する。 

  

【採点基準】     

・優（十分満足できる）          ５点             

・良（満足できる）            ３点 

・可（満足できるレベルよりやや劣る。）  １点 

・不可（満足できない）          ０点 

           

（２）採点結果の合計点の委員全員の平均点を算出した上で、その点数が最も高い申請

者から順に予算の範囲内で補助事業者として選定する。 

   ただし、採点で０点（不可）のものが一項目でもある申請者は補助対象とはしな

い。 

 

（３）その他 

 上記に定めるもののほか、提案書の審査及び採択決定について必要な事項は同委員会

が別に定める。 
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（別添２） 

 

補助事業における利益等排除について 

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社か

らの調達分（工事を含む。）がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利

益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上

ふさわしくないと考えられます。 

 そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとお

り利益等排除方法を定めます。 

記 

１．利益等排除の対象となる調達先について 

  補助事業者（間接補助事業者を含む。以下同じ。）が以下の（１）～（３）の関係

にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場

合も含む。）は、利益等排除の対象とします。 

  利益等排除の対象範囲には、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和 38年大蔵省令第 59 号）」第 8条で定義されている親会社、子会社、関連会社

及び関係会社を用います。 

（１）補助事業者自身 

（２）100％同一の資本に属するグループ企業 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く） 

２．利益等排除の方法について 

（１）補助事業者の自社調達の場合 

   原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価

をいいます。 

（２）100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

   取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をも

って補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告

（単独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利
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益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は 0とします。）をもって取引価格

から利益相当額の排除を行います。 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

   取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との

合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これに

よりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売

上高に対する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナス

の場合は 0とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

  注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に

対する経費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出し

て頂きます。 

 


